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小城市議会  



平成 25年度   

議 会 報 告 会 

 

次 第 

 

 ○開会・あいさつ 

 

 ○出席議員紹介 

 

 ○議会報告 

   ◎市議会の概要、平成 25年度予算の概要 

◎主要事業の概要 

    ・総務常任委員会 

    ・文教厚生常任委員会 

    ・産業建設常任委員会 

 

 ○質疑応答・意見交換 

  

 ○閉会 

 

 

 

 

期　　日 時　間 会 場 及 び 出 席 議 員

芦刈地域交流センター あしぱる

◎香月チエミ、○岸川弘文、光岡　実、諸泉定次、
樋渡邦美、市丸典夫、松尾義幸、平野泰造、北島文孝、

牛津保健福祉センター アイル

◎下村仁司、○合瀬健一、西　正博、富永正樹、
樋渡利光、中島正樹、深川高志、岸川英樹、上瀧政登、
堤　克彦、江島佐知子

小城公民館

◎香月チエミ、○岸川弘文、光岡　実、諸泉定次、
樋渡邦美、市丸典夫、松尾義幸、平野泰造、北島文孝、

生涯学習センター ドゥイング三日月

◎下村仁司、○合瀬健一、西　正博、富永正樹、
樋渡利光、中島正樹、深川高志、岸川英樹、上瀧政登、
堤　克彦、中島正之

７月２７日
（土曜日）

７月２８日
（日曜日）

19：30～

19：30～

 班編成（◎は班のリーダー、○は班のサブリーダー） 



1 議員一覧

議席番号 氏   名 所属委員会等 住        所

1 西
にし

　　正博
まさひろ

文教厚生・議会運営・◎議会広報・議会改革 小城市三日月町三ヶ島４９８番地

2 光岡
みつおか

　　実
みのる

産業建設・議会広報 小城市小城町松尾２７９３番地

3 富永
とみなが

　正樹
まさき

文教厚生・○議会広報 小城市小城町栗原１１３２番地

4 樋渡
ひわたし

　利光
としみつ

総務・議会広報 小城市三日月町金田１３４９番地２

5 諸
もろ

泉
いずみ

　定次
さだじ

文教厚生・議会改革 小城市小城町松尾３７４３番地１

6 樋渡
ひわたし

　邦美
くによし

◎総務・議会広報・議会改革 小城市三日月町樋口１４４番地

7 岸川
きしがわ

　弘文
ひろふみ

◎産業建設・議会運営・議会広報 小城市牛津町上砥川１９６８番地

8 中島
なかしま

　正樹
まさき

文教厚生・◎議会運営・議会改革 小城市小城町２８４番地１１

9 江島
えじま

 佐知子
さちこ

副議長・総務 小城市小城町９０７番地

10 深川
ふかがわ

  高志
たかし

○総務・議会運営・◎議会改革 小城市牛津町勝１３８２番地

11 市丸
いちまる

　典夫
のりお

産業建設・議会改革 小城市小城町栗原１番地３

12 岸
きし

川
かわ

　英樹
ひでき

○文教厚生・議会改革 小城市芦刈町浜枝川814

13 上
じょう

瀧
たき

  政登
まさと

産業建設・○議会運営 小城市牛津町上砥川４９６番地２

14 香月
かつき

　チエミ
ちえみ

◎文教厚生・議会改革 小城市三日月町長神田１３６番地２７

15 合瀬
おおせ

　健一
けんいち

産業建設・○議会改革 小城市三日月町織島２６０２番地１

16 松尾
まつお

  義幸
よしゆき

総務 小城市牛津町柿樋瀬７７５番地２

17 堤
つつみ

　 克彦
かつひこ

総務 小城市小城町２８３番地５

18 平野
ひらの

　泰造
たいぞう

文教厚生 小城市芦刈町永田1574‐1

19 下村
しもむら

　仁司
ひとし

○産業建設 小城市芦刈町三王崎1761‐1

20 北島
きたじま

　文孝
ふみたか

総務・議会運営・議会改革 小城市小城町畑田５０８５番地１

21 大坪
おおつぼ

　
のりひろ

産業建設 小城市三日月町石木４３番地２

22 中島
なかしま

　正之
まさゆき

議長 小城市芦刈町芦溝５７７番地２

◎…委員長　○…副委員長

1 ページ
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市議会の役割と市の仕事 

 

 市議会は、市民の要望を市政に反映させるため、日常生活にかかわる様々な

問題について審議を行い、決定を行います。このため議会は、市が執行機関と

呼ばれているのに対して、議決機関と呼ばれています。主な仕事は次のとおり

です。 

○市長や議員から提出された議案を審議して、その可否を決定します。 

○市の事務（予算の執行や条例に基づいた仕事）が正しく行われているか、調

査・検査します。また、監査を求めることもあります。 

○議案を提出します。（ただし、予算案は議員に発案権がありません。） 

○私たちの生活に関わる問題について、県や国に意見書や決議を提出します。 

○市民から提出された請願や陳情を受理します。請願については内容を審査し、

採択したものについては、その実現に努めます。 

 

 執行機関である市は、執行部局、行政委員会（教育委員会、選挙管理委員会

など）行政委員（監査委員）により構成されています。市長は、各執行機関を

統括し、全体の業務を調整しています。 

 

●議決機関と執行機関の関係図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 民 

議決機関 

（議員） 

執行機関 

（市長） 

選 挙 

議 案 

議 決 

議員提出議案 

執行部局 

行政委員会 

行政委員 

請願・陳情 市政の実施 
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議会基本条例 
  

 地域主権改革や、全国的な市町村合併等により、地方公共団体を取り巻く環

境は大きく変容してきており、自己決定と責任の原則がより一層拡大してきま

した。このような中、小城市議会は、平成 24年 9月に、市民との協調の下、自

らの創意と工夫により小城市が抱える課題について政策立案・提言を行うとと

もに、積極的な情報公開に努め、真の地方自治の実現を目指すことを決意し、

この条例を制定しました。 

 

 

議員の定数と任期 

 

定数  22名     任期  平成 26年 2月 28日 

 

 

市議会の運営 

 

小城市議会には定期的に行われる定例会と必要に応じて開かれる臨時会があ

ります。また、議案などをより詳しく専門的に審議するために委員会を設けて

います。常任委員会は、そのときの議会に提案された議案を審査します。特別

委員会はその時々に応じて必要とされる事項について調査をするために設置さ

れます。 

 

          市議会は一年間に 4回（通例は 3月、6月、9月、12月）に   

         定例会が開かれます。 

       市議会の議決が必要な事柄があり、定例会では間に合わな 

い場合、それを審議するために臨時会を開くことができます。 

         

 

 

定例会 

臨時会 

委員会 

常任委員会 
総務委員会 

文教厚生委員会 

産業建設委員会 

広報編集特別委員会 

議会改革検討特別委員会 

議会運営委員会 

特別委員会 
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 会議の流れ 

▼議案の提出 議会に市長または議員から議案が提出されます。 

▼提案理由の説明 議案の提出者から「なぜこの議案を出したか」を説明します。 

▼一 般 質 問 小城市政運営全般に対して質問を行うことを、一般質問と言います。 

       市の現状や、市政運営に対して質問したり、政策提言を行います。 

       持ち時間は、質問と答弁を合わせて 60分以内です。 

▼議 案 質 疑 提出された議案に関して、議員より議案の中身に関してより一

層深い説明が求められた時に行います。 

▼委員会付託 議案を、さらに専門的に審査するため、各常任委員会に付託します。 

▼委員会審査 付託された議案は、所管する常任委員会で審査します。 

▼委員長報告 委員会でどのような審査が行われたかを、委員長が報告します。 

▼討   論 最終的な採択を行う前に、賛成、反対について意見を述べます。 

▼議   決 最終的に議員全員で採決します。 

 

 

市議会の活動を知るには 

傍     聴 本会議、委員会ともに基本的にすべての会議が公開されています。 

        本会議の傍聴席は 50 席で、また車椅子での傍聴もできます。 

テ レ ビ 放 映 本会議の模様は、佐賀シティビジョン（ぶんぶんテレビ）と 

はがくれテレビで放送するように準備しております。（9月定 

例会より開始予定） 

インターネット 市議会のホームページで本会議動画配信をご覧いただくこと

ができるよう準備しております。（9月定例会より開始予定） 

会  議  録 本会議だけでなく、委員会についても全ての議事内容が議事

録として記録されています。議事録は議会事務局で閲覧する

ことができます。 

市議会だより 市議会の活動を、定例会終了ごとに年間４回「おぎ市議会だ 

より」として市内のすべてのご家庭に配付しています。 
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ここが聞きたい！議会のあれこれ 

Ｑ．議会が開かれていないときは何をしているのですか？ 

Ａ．必要に応じて委員会（委員研究会）、特別委員会、全員協議会など、市政上

の重要な問題などを話し合う会議が開かれます。また、地域のさまざまな

活動や問題解決に取り組んでいます。 

 

Ｑ．傍聴席には車椅子でも行けますか？ 

Ａ．傍聴席は、市役所東館玄関の入り口より入り、エレベーターで３階までお

上がりください。本会議場内に、車椅子用の傍聴スペースもあります。 

 

Ｑ．議員にも「退職金」や「定年」はあるの？また、「議員年金」はどうなって

いるの？ 

Ａ．議員には退職金や定年はありません。市民のみなさんの代表として、働け

る間は生涯現役です。また、平成 23年６月には年金制度も廃止されました。 

 

Ｑ．議員の報酬はどうなっていますか？ 

Ａ．議員の報酬・期末手当は、条例で定められています。報酬額を変更する場

合は、この条例の改正が必要で、市長が諮問する特別職報酬審議会からの

答申を受けて議案として提出され、議会の議決を経て決められます。 

●報酬（月額）               平成 25年 4月 1日現在（単位：円） 

 人口（人） 
世帯数

（世帯） 

報  酬 政務調査費 

（年額） 議長 副議長 議員 

小城市 46,109 15,370 460,000 401,000 374,000 なし 

参 

考  

 

 

佐賀市 236,268 95,132 692,000 607,000 553,000 600,000 

唐津市 129,216 49,733 503,000 459,000 438,000 360,000 

鳥栖市 71,297 28,209 493,000 441,000 413,000 360,000 

伊万里市 57,386 22,475 486,000 435,000 407,000 250,000 

武雄市 50,681 17,465 455,000 385,000 360,000 200,000 

多久市 21,150 7,853 441,000 371,000 345,000 なし 

鹿島市 31,370 10,601 416,000 350,000 331,000 なし 

嬉野市 28,199 9,908 400,000 330,000 310,000 240,000 

神埼市 33,017 15,745 386,000 322,000 300,000 240,000 
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議会用語集 

用語 よみかた 解説 

【あ行】 

委員会 いいんかい 
本会議に提案された議案などを、少人数の議員で専門的・能率的に審査す

るための機関で、常任委員会（常設の委員会）、特別委員会があります。 

委員会付託 
いいんかいふ

たく 

本会議に提案された議案などについて、所管の委員会の審査にゆだねるこ

とをいいます。 

意見書 いけんしょ 

地方自治法第 99条の規定に基づき、市議会は市の公益に関することにつ

いて、国会や国、県などの関係行政庁に対し、議会の意思をまとめた文書を

提出することができます。 

一般会計 
いっぱんかい

けい 

地方公共団体の基本的な経費を網羅的に計上した会計で、特別会計に計

上される経費を除くすべての経費を処理することとされています。 

一般質問 
いっぱんしつも

ん 

議員が広く市政に関し、報告や説明を求めたり、疑問をただしたりすることを

いいます。 

延会 えんかい 
議事日程の議題の審議が終了せず、その日の日程を他の日に延ばして会

議を閉じることをいいます。 

【か行】 

開会 かいかい 議会を法的に活動できる状態にすることをいいます。 

会期 かいき 
議会が会議を行う期間（開会日から閉会日まで）のことをいいます。 

会期は、本会議開会後に議決により決定します。 

開議 かいぎ その日の本会議を開くことをいいます。開議は議長が宣言します。 

可決 かけつ 
表決の結果、得られる議会の意思決定を「議決」といい、そのうち議案に賛

成することをいいます。 

議案 ぎあん 
議会の議決を求めるために、市長や議員及び委員会が提出する案件のこと

をいいます。 

議会運営委員会 
ぎかいうんえい

いいんかい 

議会を円滑に運営するため、議会運営の全般について協議し、意見などの

調整を図るために設けられている委員会です。 

議決 ぎけつ 

個々の議員の案件に対する賛否（可否）の意思表示による議会の意思決定

のことをいい、次のような種類があります。 

可決（否決）：予算、条例、意見書、決議等 

認定（不認定）：決算 

承認（不承認）：専決処分 

同意（不同意）：人事案件 

採択・採択送付（不採択）：請願・陳情 

休会 きゅうかい 会期中に一定の期間、休日、議案調査や委員会開催等のために本会議が
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開かれず、休止している状態にあることをいいます。 

継続審査 けいぞくしんさ 
会期中に議案などの審査・調査を終了することが困難な場合に、議会の議

決によって、閉会中も引き続き委員会で審査・調査を行うことです。 

決議 けつぎ 法の規定はありませんが、議会の意思を内外に表明することをいいます。 

【さ行】 

採決 さいけつ 

議長が本会議で表決（議員が案件に対して賛否の意思を表明すること）をと

る行為のことをいいます。委員会の場合は委員長が表決をとる行為のことを

いいます。 

散会 さんかい 
その日の議事日程に記載された事項すべてが審議を終了し、その日の会議

を閉じることをいいます。 

質疑と質問 
しつぎとしつも

ん 

質疑は議案等に関し、討論、表決の前に疑問点をただすことをいいます。質

問は、議案とは関係なく市政全般について、現在の状況や方針・計画等に

ついて聞くことをいいます。 

執行機関 しっこうきかん 
議決機関としての議会に対し、市長をはじめとする各種の機関（教育委員

会、選挙管理委員会、監査委員など）をいいます。 

招集 しょうしゅう 
議会を開くために、議員に一定の日時・一定の場所への集合を要求するこ

と。市議会は市長が招集することになっています。 

上程 じょうてい 本会議で議題として取り扱うことを、一般に上程といいます。 

常任委員会 
じょうにんいい

んかい 

議会が市の一定の部門の事務に関する調査や議案、請願・陳情などの審

査を行うために、条例で常設する委員会のことをいう。習志野市では総務、

建設、環境経済、文教福祉の 4委員会が設置され、議員は少なくとも 1つの

常任委員会に所属するものとされています。 

条例 じょうれい 

地方公共団体が自治立法権に基づいて定める自主法のことです。条例の制

定・改廃は原則として議会の議決により成立し、長の公布により効力が生じ

ます。条例案の議会への提案権は、長・議員の双方が有しています。 

審議 しんぎ 
本会議において、議案などの案件について、説明を聞き、質疑し、討論を重

ね、表決する一連の過程のことをいいます。 

審査 しんさ 
委員会において、付託を受けた議案、請願等を討議し、委員会としての結論

を出す一連の過程のことをいいます。 

請願・陳情 
せいがん・ちん

じょう 

市民の皆さんが直接市議会に意見や要望できる制度であります。議員の紹

介のあるものを請願、紹介のないものを陳情といいます。 

専決処分 
せんけつしょぶ

ん 

議会が議決しなければならない事項を、市長が代わって意思決定をすること

です。時間的に議会の招集を待てない緊急な場合などにできることになって

います。特別な場合を除き、専決処分後に、議会に報告し承認を求める議

案の提出が必要です。 

【た行】 
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定足数 ていそくすう 

議会において、有効に議題を審議し、決定するために必要とされる出席者の

数のことをいいます。地方自治法において、議会は、議員定数の半数以上

の議員が出席しなければ、会議を開くことができないとされています。 

定例会 ていれいかい 

都道府県や市区町村など普通地方公共団体の議会には、定例会及び臨時

会があります。定例会は付議事件の有無にかかわらず、定期的に招集され

る議会のことをいいます。地方自治法により毎年（1月 1日～12月 31日）、

条例で定める回数を招集することとなっており、本市では条例で年 4回と定

めています。 

動議 どうぎ 

主に会議の進行や手続きに関し、議員から議会に対して、または委員から

委員会に対してなされる提議で議会または委員会の議決を経るべきものと

なります。通常これらは口頭で行われるのに対し、原案に対する修正の動議

等は、案を備え文書で議長に提出することとなっています。 

討論 とうろん 

採決の前に議題となっている案件に対し、賛成か反対かの意見を表明する

ことをいいます。討論の目的は、単に賛否の意見を明らかにすることだけで

なく、まだ賛否を決定していない議員及び意見の異なる議員を自己の意見

に賛同を得る意味があります。 

特別委員会 
とくべついいん

かい 

常任委員会のほかに、特定の問題を審査するために必要に応じて設置され

る委員会をいいます。当初・補正予算や決算を審査する際にも設置されま

す。 

特別会計 
とくべつかいけ

い 

特定の収入を充てて特定の事業を行う場合、経理を明確にするために一般

会計と区分して経理するために設置する会計であります。 

【は行】 

付議事件 ふぎじけん 議案など議会で審議される事項のことをいいます。 

不採択 ふさいたく 
請願・陳情に対し、議会がその内容を審議して賛同しない意思決定をするこ

とをいいます。（⇔採択・採択送付） 

付託 ふたく 
本会議の付議事件について質疑が終結し、さらに詳しく検討を加えるため

に、所管の常任委員会または特別委員会に審査を託すことをいいます。 

閉会 へ      へいかい 会期が終了して、議会の活動能力を失わせることをいいます。 

本会議 ほんかいぎ 
定例会や臨時会において、全議員で構成する議会の会議のことをいい、議

案の審議や、市議会としての最終意思の決定（議決）などを行います。 

【ら行】 

臨時会 りんじかい 

地方議会の会議の一つで、定例会のほかに、臨時に必要がある場合、必要

な特定の事件に限って随時これを審議するために招集される議会のことを

いいます。 
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   小城市議会基本条例 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条－第２条） 

第２章 議会及び議員の活動原則（第３条－第４

条）  

第３章 市民との関係（第５条－第７条） 

第４章 市長等との関係（第８条－第１１条） 

第５章 自由討議の保障（第１２条） 

第６章 議会の機能の強化（第１３条－第１９条） 

第７章 政治倫理（第２０条） 

第８章 見直し手続（第２１条） 

 

前文 

 近年、国から地方への権限移譲が進み、地方自

治体の自己決定権の拡大が進むなかで、地域の自

主・自律のため、これまで以上に地方議会が果た

すべき役割及び責務が大きくなっている。二元代

表制の一翼を担う議事機関としての議会は、政策

立案、行政の監視、そして情報公開で分かりやす

い議会をつくるなど、責任ある議会活動が求めら

れている。 

 小城市議会は、市民の直接選挙によって選ばれ

た議員で構成する市の最高の意思決定機関であ

り、市民の負託にこたえる責務を有している。 

 このため、議会は、議会運営委員会、議会改革

検討委員会等における協議により、議会の活性化

を図るためにさまざまな改革を重ねてきたところ

である。 

 議会は、今後も議会の活性化を積極的に推進し、

市政に対する市民の意思の反映に全力を尽くすこ

とを決意し、ここに、議会の基本理念、議員の責

務及び活動原則、議会運営の原則、議会と市民及

び市長その他の執行機関（以下「市長等」という。）

との関係等に関する基本的事項を明らかにし、議

会の最高規範としてこの条例を制定する。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、議会、議員及び議長の活動 

原則を明らかにするとともに、議会と市民及び市

長等との関係並びに議会に関する基本的事項を

定めることにより、地方自治の本旨に基づく市民

の負託に的確にこたえ、もって市民福祉の向上及

び市政の発展に寄与することを目的とする。 

（最高規範性） 

第２条 この条例は、議会における最高規範であ

って、この条例の趣旨に反する議会に関係する条

例、議会規則、議会告示等を制定してはならない。 

２ 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させる

ため、議員の任期開始後、速やかに、この条例の

研修を行わなければならない。 

 

第２章 議会及び議員の活動原則 

（議会の活動原則） 

第３条 議会は、市民を代表する機関であること

を常に自覚するとともに、公正性、透明性及び信

頼性を確保し、市民に開かれた議会を目指して活

動するものとする。 

２ 議会は、市の施策に対する意思決定を行う議

決機関であることをふまえ、適切な判断と責任あ

る活動を行わなければならない。 

（議員の活動原則） 

第４ 条 議員は、議会が言論の府であること及

び合議制の機関であることを認識し、積極的な議

論に努めるものとする。 

２ 議員は、市政全般の課題及び市民の多様な意

思を的確に把握し、市民の代表としてふさわしい

活動を行うものとする。 

３ 議員は、日常の調査及び研修活動を通じて、

自らの資質の向上に努めるものとする。 

 

第３章 市民との関係 

（市民との関係の基本原則） 

第５条 議会は、議会の活動に関する情報公開を 

徹底するとともに、市民に対する説明責任を十分

に果たさなければならない。 

２ 議会は、本会議のほか、常任委員会、特別委

員会を原則公開する。 



10 

 

３ 議会は、委員会の運営に当たり、関係する法

令等を十分に活用して、専門的又は政策的識見等

を議会の討議に反映させるよう努めるものとす

る。 

４ 議会は、議会及び議員の政策能力を強化する

とともに、政策提案の拡大を図るために、議員の

全部又は一部と市民等との意見交換の場を設ける

ことができる。 

（議会広報の充実） 

第６条 議会は、議会独自の視点から、多様な広

報手段を活用することにより、多くの市民が議会

と市政に関心を持つよう市政に係る情報の広報に

努めるものとする。 

（議会報告会） 

第７条 議会は、議会報告会を必要に応じ行うも

のとする。 

 

第４章 市長等との関係 

（市長等との関係の基本原則） 

第８条 議会は、市長との立場及び権能の違いを

踏まえ、市長等と常に緊張ある関係を構築し、事

務の執行の監視及び評価を行うとともに、政策立

案及び市長等への政策提言を通じて、市政の発展

に取り組まなければならない。 

２ 議会の本会議における議員と市長等及び執行

機関の職員の質疑応答は、広く市政上の論点、争

点を明確にするため、一問一答の方式で行う。 

３ 市長等の職員は、本会議、常任委員会、議会

運営委員会及び特別委員会において、議長又は委

員長の許可を得て、質問することができる。 

（市長等による政策等の形成過程の説明） 

第９条 議会は、市長等が提案する計画、政策、

施策、事業等(以下「政策等」という。)について、

政策等の水準を高めるため、次に掲げる事項の説

明を求めるものとする。 

 (１) 提案する理由 

 (２) 提案に至るまでの経緯 

 (３) 総合計画における根拠又は位置付け 

 (４) 関係する法令及び条例等 

 (５) 実施にかかわる財源措置 

 (６) 将来負担すべき経費 

 (７) 政策等の効果 

２ 議会は、政策等を審議するに当たっては、そ

れらの政策等の水準を高める観点から、立案及び

執行における論点及び争点を明らかにするとと

もに、執行後における政策評価に資する審議に努

めるものとする。 

（予算及び決算の審議における政策説明） 

第１０条 議会は、予算及び決算の審議に当たっ

ては、前条の規定に準じて、わかりやすい施策別

又は事業別の説明を市長等に求めるものとする。 

（市政に係る重要な計画の議決等） 

第１１条 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）

第９６条第２項の規定に基づく議会の議決事件

は、基本構想に基づく基本計画の策定、変更等と

する。 

２ 議会は、市長等が各行政分野における基本的

な計画の策定、変更等をするために計画の概要を

公表し、広く市民等から意見等を募集するとき

は、あらかじめ、市長等にその理由及び概要の説

明を求めるものとする。 

 

第５章 自由討議の保障 

（議員間の討議） 

第１２条 議会は、本会議等において、議案の審

議及び審査に当たり、結論を出す場合にあって

は、合意形成に向けて議員相互間の議論を尽くす 

よう努めるものとする。 

 

第６章 議会の機能の強化 

（会派） 

第１３条 議員は、議会活動を行うため、会派を

結成することができる。 

２ 会派は、政策立案、政策決定、政策提言等に

関し、会派間で調整を行い、合意形成に努めるも

のとする。 

（議会改革の推進） 

第１４条 議会は、議会改革に継続的に取り組む

ため、議員で構成する議会改革推進検討会等を設

置する。 
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（専門的事項に関する調査） 

第１５条 議会は、議案の審査又は市の事務に関

する調査のために必要な専門的事項に係る調査に

当たり、学識経験を有する者等を積極的に活用す

るものとする。 

（議員研修の充実強化） 

第１６条 議会は、議員の政策形成及び立案能力

の向上等を図るため、議員研修の充実強化を図る

ものとする。 

（議会図書室の充実） 

第１７条 議会は、議員の調査研究に資するため、

議会図書室の充実に努めるものとする。 

（議会事務局の体制整備） 

第１８条 議会は、議会及び議員の政策形成及び

政策立案機能の支援体制を強化するため、議会事

務局の調査及び法制機能の充実を図るものとす

る。 

（予算の確保） 

第１９条 議会は、二元代表制の趣旨を踏まえ、 

議事機関としての機能を確保するとともに、より

円滑な議会運営を実現するために、必要な予算の

確保に努めるものとする。 

 

第７章 政治倫理 

（政治倫理） 

第２０条 議員は、高い倫理的義務が課せられて

いることを自覚し、市民の代表として良心と責任

感を持って、議員の品位を保持し、識見を養うよ 

う努めなければならない。 

 

第８章 見直し手続 

（見直し手続） 

第２１条 議会は、この条例の目的が達成されて

いるかどうかを定期的に検証するものとする。 

２ 議会は、この条例の施行後、常に市民の意見、

社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認める

ときは、所要の措置を講ずるものとする。 

 

附 則 

この条例は、平成 24年 10月１日から施行する。 

 



◎　一般会計・特別会計 （単位：千円、％）

◎　企業会計 （単位：千円、％）

下水道特別会計 3,002,414 2,775,322 227,092 8.2

5,336,204 5,465,267 △ 129,063④ 国民健康保険特別会計

⑤ 後期高齢者医療特別会計 472,910 470,238

③

△ 30.8

△ 92,595 △ 6.5

1,190,771 6.3

100,660 1.2

△ 391 △ 1.5

6,946 350

前 年 度 比 較

差 引 増 減 増 減 率

△ 207,828

△ 2.4

2,672 0.6

1 水道事業会計 467,562 675,390

2 病院事業会計 1,333,675 1,426,270

特別会計 8,844,749 8,744,089

①

会 計 区 分
平 成 25 年 度
当初+補正予算

平成24年度
当 初 予 算

② 簡易水道特別会計 7,296

20,215,403 19,024,632１ 一般会計

２

25,925 26,316授産場特別会計

5.0

平成25年度　小城市一般会計・特別会計・企業会計補正予算総括表

会 計 区 分
平 成 25 年 度
当初+補正予算

平成24年度
当 初 予 算

前 年 度 比 較

差 引 増 減 増 減 率
備考

備　　考

   予算の概要 



（単位：千円、％）

※　構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

　平成25年度予算は、市長選挙を控えていたため、骨格予算を編成し、６月定例会で予算に肉付けを行っ
た。肉付け後の予算総額は対前年度当初予算と比較すると1,190,771千円の増となった。
　歳出の主なものは、定住促進等事業に伴う奨励金、参議院議員通常選挙、市議会議員選挙の執行経費、各
種ワクチン接種事業、特定年齢に対する胃がん検診無料クーポン券、みんなでエコ活動推進事業、国県営土
地改良対策事業費、農地・水保全管理支払交付金、中心市街地活性化推進事業、観光施設整備事業、スマー
トインターチェンジ整備事業、都市計画街路事業、芦刈小学校改築事業、教育情報化推進事業、議会放映シ
ステム構築事業、子どもの医療費助成事業、子ども子育て支援計画策定事業、妊婦安心風しん予防接種事
業、多久小城地区広域クリーンセンター建設促進事業などです。
　歳入の主なものは、事業に伴う分担金・負担金、国・県支出金、繰入金、諸収入、市債のほか、地方交付
税や財源調整として財政調整基金繰入金などによるものです。

平成25年度　一般会計予算　補正後予算総額　　20,215,403千円　

歳 入 歳 出

款 別
25 年 度 24 年 度 増 減 額

款 別
25 年 度 24 年 度 増 減 額

予 算 額 構成比 予 算 額 構成比 増 減 率 予 算 額 構成比 予 算 額 構成比 増 減 率

市 税 3,845,045 19.0 3,844,230 20.2
815

議 会 費 230,694 1.2 240,620 1.3
△ 9,926

0.0 △ 4.1

地 方 譲 与 税 150,141 0.7 144,645 0.8
5,496

総 務 費 2,076,547 8.2 2,719,147 14.3
△ 642,600

3.8 △ 23.6

利子割交付金 9,782 0.0 9,678 0.1
104

1.1
民 生 費 5,148,218 27.8 4,959,308 26.1

188,910

3.8

配当割交付金 4,772 0.0 5,627 0.0
△ 855

△ 15.2
衛 生 費 2,183,934 11.7 2,250,846 11.8

△ 66,912

△ 3.0

株式等譲渡所得
割 交 付 金

1,262 0.0 1,970 0.0
△ 708

△ 35.9
労 働 費 10,232 0.1 10,232 0.1

0

0.0

地 方 消 費 税
交 付 金

275,297 1.4 363,726 1.9
△ 88,429

△ 24.3
農林水産業費 864,025 3.5 755,337 4.0

108,688

14.4

自動車取得税
交 付 金

21,932 0.1 30,922 0.2
△ 8,990

△ 29.1
商 工 費 759,355 2.6 380,863 2.0

378,492

99.4

地方特例交付金 30,077 0.5 30,567 0.2
△ 490

△ 1.6
土 木 費 1,355,473 6.1 1,436,259 7.5

△ 80,786

△ 5.6

地 方 交 付 税 6,672,000 33.0 6,581,000 34.6
91,000

1.4
消 防 費 801,753 4.2 738,629 3.9

63,124

8.5

交通安全対策
特 別 交 付 金

8,600 2.7 9,400 0.0
△ 800

△ 8.5
教 育 費 3,807,517 20.0 2,788,553 14.7

1,018,964

36.5

分 担 金 及 び
負 担 金

313,222 1.5 259,074 1.4
54,148

20.9
災 害 復 旧 費 362,679 0.5 385,973 2.0

△ 23,294

△ 6.0

使 用 料 及 び
手 数 料

182,595 0.9 195,360 1.0
△ 12,765

△ 6.5
公 債 費 2,584,975 14.1 2,328,864 12.2

256,111

11.0

国 庫 支 出 金 2,122,624 10.5 1,680,563 8.8
442,061

26.3
諸 支 出 金 1 0.0 1 0.0

0

0.0

県 支 出 金 1,144,914 5.7 1,114,569 5.9
30,345

2.7
予 備 費 30,000 0.2 30,000 0.2

0

0.0

財 産 収 入 57,452 0.3 52,784 0.3
4,668

8.8

寄 附 金 16,165 0.1 16,512 0.1
△ 347

△ 2.1

繰 入 金 1,880,764 9.3 1,420,668 7.5
460,096

32.4

繰 越 金 100,000 0.5 100,000 0.5
0

0.0

諸 収 入 336,859 1.7 253,037 1.3
83,822

33.1

市 債 3,041,900 15.0 2,910,300 15.3
131,600

4.5

合 計 20,215,403 103.0 19,024,632 100.0
1,190,771

6.3
合 計 20,215,403 100.0 19,024,632 100.0

1,190,771

6.3



議会 

1.2% 

総務 

8.2% 

民生 

27.8% 

衛生 

11.7% 

労働 

0.1% 
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清
水
地
区
駐
車
場
整
備
事
業

（
５
，３
２
５
万
円
）

　

小
京
都
「
小
城
」
の
代
表
的
な
観
光
地
で
あ
る
「
清
水
の

滝
」
は
、
以
前
か
ら
観
光
バ
ス
の
駐
車
場
が
な
く
、
ま
た
イ

ベ
ン
ト
時
の
駐
車
場
不
足
が
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
。
こ
れ

を
解
消
す
る
た
め
に
駐
車
場
整
備
を
行
い
、
観
光
客
の
利
便

性
の
向
上
を
図
る
。

佐
賀
広
域
消
防
局
小
城
消
防
署
建
設
事
業

（
６
，１
９
０
万
円
）

　

佐
賀
県
消
防
広
域

化
推
進
計
画
を
踏
ま

え
、
関
係
市
町
及
び

佐
賀
県
と
連
携
の
も

と
、
広
域
消
防
の
組

織
再
編
と
併
せ
て
常

備
消
防
体
制
の
強
化

及
び
常
備
消
防
施
設

の
更
新
を
図
る
。

青
年
就
農
給
付
金
給
付
事
業

（
１
，２
７
５
万
円
）

　

農
業
従
事
者
の
高
齢
化
が
急
速
に
進
む
中
、
持
続
可
能
な

力
強
い
農
業
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
青
年
の
新
規
就
農
者

を
増
加
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
が
、
新
規
就
農
者
の
技
術
の
習

得
や
所
得
の
確
保
等
が
課
題
と
な
る
た
め
、
就
農
前
後
の
青

年
新
規
就
農
者
に
対
し
給
付
金
を
給
付
、
負
担
軽
減
、
青
年

就
農
者
数
の
増
大
を
図
る
。

下
水
道
整
備
事
業

三
日
月
処
理
区
（
８
億
２
，８
７
１
万
円
）

芦
刈
処
理
区
（
５
億
４
，５
８
３
万
円
）

牛
津
処
理
区
（
１
億
３
，９
５
９
万
円
）

小
城
処
理
区
（
４
億
９
，３
３
３
万
円
）

　

家
庭
や
事
業
所
か
ら
排
出
さ
れ
る
汚
水
を
浄
化
す
る
こ
と

で
公
共
水
域
の
水
質
保
全
を
図
る
と
共
に
、
水
洗
ト
イ
レ
の

設
置
に
よ
り
衛
生
的
で
快
適
な
生
活
環
境
を
創
出
す
る
た
め

下
水
道
を
整
備
す
る
。

６
次
産
業
化
事
業

（
５
０
０
万
円
）

　

農
業
者
の
経
営
安
定
の
た
め
、
農
畜
産
物
の
付
加
価
値
の

創
出
に
向
け
、
農
畜
産
物
の
生
産
だ
け
で
な
く
、
加
工
や
流

通
・
販
売
を
一
体
化
し
、
更
に
は
２
次
・
３
次
産
業
と
連
携

し
て
地
域
ビ
ジ
ネ
ス
の
展
開
や
新
た
な
産
業
の
創
出
を
図
る
。 ▲更新が待たれる小城消防署

子
ど
も
の
医
療
費
助
成
事
業

（
１
億
５
２
３
万
円
）

　

子
ど
も
の
医
療
に
要
す
る
医
療
費

を
助
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
疾
病

の
早
期
発
見
と
治
療
を
促
進
す
る
。

意
見
書

意
見
書
第
１
号

「
生
活
保
護
制
度
の
見
直
し
に

関
す
る
意
見
書
」

可
決
（
全
員
賛
成
）

意
見
書
第
２
号

「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
参
加
に
反
対
す

る
意
見
書
」可

決
（
賛
成
多
数
）

意
見
書
第
３
号

「
北
朝
鮮
に
よ
る
日
本
人
拉
致

問
題
の
早
期
解
決
を
求
め
る

意
見
書
」可

決
（
全
員
賛
成
）

（
議
案
第
１
号
）

　

平
成
２５
年
５
月
１０
日
を

も
っ
て
任
期
満
了
と
な
る
た

め
、
堤
茂
人
氏
を
選
任
す
る

こ
と
に
同
意
。

 

監 

査 

委 

員 

堤　　茂人�氏

住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
設
置
補
助
事
業

（
１
，０
０
０
万
円
）

　

東
日
本
大
震
災
に
よ

る
福
島
第
１
原
発
事
故

後
の
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー

へ
の
関
心
の
高
ま
り
等

か
ら
市
民
の
地
球
温
暖

化
問
題
に
対
す
る
理
解

と
意
識
高
揚
を
図
る
た

め
、
住
宅
用
太
陽
光
発

電
シ
ス
テ
ム
設
置
者
に

補
助
し
、
地
球
温
暖
化

を
防
止
す
る
。

▲設置された太陽光パネル

5 小城市議会だより



主
な
事
業

（
新
規
事
業
）

未
熟
児
養
育
医
療
給
付
事
業

（
３
３
８
万
円
）

　

病
院
等
に
入
院
す
る
こ

と
を
必
要
と
す
る
未
熟
児

に
対
し
、
そ
の
養
育
に
必

要
な
医
療
費
用
を
給
付
す

る
こ
と
に
よ
り
、
乳
幼
児

の
保
健
の
向
上
と
福
祉
の

増
進
を
図
る
。

定
住
促
進
等
事
業

（
１
，２
０
０
万
円
）

　

定
住
人
口
の
増
加
と
人
口
流
出
の
防
止

を
目
的
、
市
内
外
か
ら
市
内
の
対
象
地
域

に
転
入
、
転
居
し
た
場
合
に
定
住
奨
励
金

及
び
持
家
加
算
金
、
ま
た
は
持
家
奨
励
金

を
交
付
す
る
。
市
内
３
世
代
の
同
居
を
奨

励
す
る
た
め
に
親
・
子
・
孫
が
同
居
し
よ

う
と
す
る
者
に
奨
励
金
を
交
付
す
る
。

（
既
存
事
業
）

介
護
給
付
費
・
訓
練
等
給
付
費
支
給
事
業

（
６
億
６
，４
２
６
万
円
）

　

障
害
者
総
合
支
援
法
の
趣
旨
に
基
づ
き
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス

を
一
元
化
し
て
障
が
い
者
の
地
域
生
活
就
労
を
奨
め
自
立
を

支
援
す
る
。

地
球
温
暖
化
対
策
協
働
推
進
事
業

（
７
９
９
万
円
）

　

市
主
体
で
行
っ
て
き
た
地
球

温
暖
化
防
止
に
関
す
る
事
業
を

Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
協
働
で
行
い
な
が

ら
、
市
民
団
体
の
育
成
を
図

り
、
行
政
主
導
か
ら
市
民
団
体

主
導
、
そ
し
て
市
民
活
動
へ
と

つ
な
げ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
活

動
を
通
し
て
環
境
活
動
を
主
体

と
し
た
Ｃ
Ｓ
Ｏ
の
育
成
に
取
り

組
み
、
市
民
活
動
の
輪
を
広
げ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

市
道
甘
木
線
改
良
事
業（

社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
）

（
４
２
０
万
円
）

　

市
道
甘
木
線
は
一
日
約
１
，０
０
０
人
が
通
勤
通
学
に
利

用
さ
れ
て
い
る
Ｊ
Ｒ
唐
津
線
小
城
駅
へ
通
じ
る
市
道
で
あ

る
。
ま
た
佐
賀
県

立
小
城
高
等
学
校

へ
の
通
学
路
で
、

歩
行
者
の
安
全
が

確
保
さ
れ
て
い
な

い
状
況
で
あ
る
た

め
歩
道
を
設
置
、

歩
行
者
の
安
全
の

確
保
を
図
る
。

自
立
支
援
医
療（
育
成
医
療
）給
付
事
業

（
３
４
５
万
円
）

　

身
体
に
障
が
い
を
有
す
る
１８
歳
未
満
の
児
童
又
は
現
在
の

状
態
を
そ
の
ま
ま
に
す
る
と
将
来
的
に
身
体
に
障
が
い
を
残

す
と
認
め
ら
れ
る
児
童
に
対
し
、
手
術
等
に
よ
り
将
来
生
活

能
力
を
習
得
さ
せ
る
。

戸
籍
副
本
デ
ー
タ
管
理
シ
ス
テ
ム
構
築
事
業

（
２
７
４
万
円
）

　

市
区
町
村
と
法
務
局
は
、
近
接
地
に
あ
り
、
大
災
害
が
起

こ
っ
た
場
合
に
正
本
及
び
副
本
が
同
時
に
滅
失
す
る
危
険
性

を
考
慮
し
、
防
止
を
図
る
た
め
、
戸
籍
の
副
本
を
作
成
し
、

正
本
を
市
区
町
村
が
、
副
本
を
遠
隔
地
の
法
務
局
で
保
管
す

る
こ
と
と
し
た
。

庁
用
自
動
車
一
括
管
理
事
業

（
３
５
１
万
円
）

　

本
庁
舎
に
お
け

る
庁
用
自
動
車
の

一
元
的
な
管
理
を

行
い
、
効
率
的
な

運
用
、
維
持
管
理

費
の
軽
減
及
び
CO₂

削
減
を
図
る
。

▲庁用自動車▲改良が待たれる市道甘木線

▲みどりのカーテン

4小城市議会だより



清
水
地
区

駐
車
場
整
備
事
業

（
５
７
万
円
）

　

小
京
都
「
小
城
」
の
代
表

的
な
観
光
地
で
あ
る
「
清
水

の
滝
」
は
以
前
か
ら
観
光
バ

ス
の
駐
車
場
が
な
く
、
ま
た

イ
ベ
ン
ト
時
の
駐
車
場
不
足

が
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
を
解
消
す
る
た
め
に

駐
車
場
整
備
を
行
い
、
観
光

者
の
利
便
性
の
向
上
を
図
る
。

「
マ
ジ
ェ
ン
バ
」

促
進
事
業（

１
３
５
万
円
）

　

平
成
２３
年
度
に
誕
生
し

た
〝
小
城
新
発
麺
「
マ
ジ
ェ

ン
バ
」〟
の
知
名
度
と
市
内

取
扱
店
の
売
上
等
を
向
上
さ

せ
、
当
市
の
観
光
資
源
と
し

て
磨
き
を
か
け
る
。

市
道
江
利
・
大
寺
線

改
良
事
業

（
６
，
９
０
８
万
円
）

　

市
道
江
利
・
大
寺
線
は
、

通
学
路
に
指
定
さ
れ
多
く
の

児
童
が
利
用
し
て
い
る
が
、

現
在
歩
道
が
無
く
通
学
児
童

の
安
全
性
が
懸
念
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
新
庁
舎
移
転
に

伴
い
交
通
量
が
増
加
、
通
行

量
に
応
じ
た
道
路
拡
幅
が
必

要
と
な
っ
て
い
る
。

　

当
市
の
特
産
品
等
の
製
造

や
販
売
を
行
う
業
者
は
、
個

人
事
業
主
が
中
心
で
、
個
々

で
商
品
販
路
を
拡
大
す
る
こ

と
は
難
し
い
状
況
に
あ
る
。

　

佐
賀
県
緊
急
雇
用
創
出
基

金
事
業
の
起
業
支
援
型
地
域

雇
用
創
造
事
業
を
活
用
し

て
、
当
市
の
特
産
品
等
の
販

路
の
拡
大
を
行
う
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
本

線
の
歩
道
設
置
、
車
道
拡
幅

等
の
整
備
、安
全
性
を
図
る
。

光
客
等
の
誘
致
を
図
る
。

交
通
安
全
施
設

整
備
事
業

（
２
，
１
０
０
万
円
）

　

道
路
整
備
事
業
等
と
連
動

し
、
安
全
な
道
路
環
境
づ
く

り
を
進
め
る
ほ
か
、
カ
ー
ブ

ミ
ラ
ー
・
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
等

の
交
通
安
全
環
境
の
充
実
を

図
り
、
市
民
の
安
心
・
安
全

な
生
活
環
境
づ
く
り
を
行
う
。

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム

緊
急
助
成
事
業

（
５
４
万
円
）

　

市
内
に
お
け
る
住
宅
の
リ

フ
ォ
ー
ム
工
事
の
促
進
に
よ

る
住
宅
の
質
の
向
上
及
び
地

域
経
済
の
活
性
化
を
図
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

鉱
害
ポ
ン
プ
施
設

維
持
管
理
事
業

（
２
億
７
，
３
３
７
万
円
）

　

小
城
市
鉱
害
ポ
ン
プ
を
大

雨
時
に
適
切
に
操
作
を
行

い
、
通
常
時
適
切
に
維
持
管

理
を
行
う
こ
と
で
、
浸
水
被

害
の
防
止
を
図
る
。

市
街
地
整
備

推
進
調
査
事
業

（
６
８
６
万
円
）

　

小
城
市
土
地
利
用
方
針
の

中
で
位
置
付
け
た
中
心
性
の

高
い
市
街
地
、開
発
・
定
住
を

推
進
す
る
箇
所
の
整
備
優
先

の
検
討
を
行
い
そ
の
中
か
ら

詳
細
の
調
査
を
実
施
し
優
先

箇
所
の
構
想
図
を
作
成
す
る
。

Ｊ
Ｒ
小
城
駅
周
辺

環
境
整
備
事
業

（
１
億
８
４
２
万
円
）

　

中
心
市
街
地
の
玄
関
口
で

あ
る
Ｊ
Ｒ
小
城
駅
の
利
便
性

の
向
上
と
安
全
で
快
適
な
歩

行
者
空
間
等
の
確
保
を
図

り
、
築
１
０
０
年
の
駅
舎
を

活
か
し
た
再
整
備
を
行
う
。

小
城
公
園

高
質
化
推
進
事
業

（
１
億
３
，
７
８
９
万
円
）

　

公
園
内
の
施
設
の
バ
リ
ア

フ
リ
ー
化
を
図
る
と
と
も

に
、
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
の
修
景

整
備
を
行
う
。
市
民
は
も
と

よ
り
観
光
客
等
の
癒
し
と
交

流
の
場
づ
く
り
を
推
進
し
観

 

ＪＲ小城駅周辺整備事業 

進入口

出口 
小城本町から直進

で進入できます。 

屋根付き通路 

駅舎前広場 

広場

＜整備予定＞ 

平成 25 年度：駐車場、駐輪場等 

平成 26 年度：広場等 

観光客や通勤通学で小

城を訪れる方をお迎えす

る玄関口として、ＪＲ小城

駅周辺を整備します。 

また駅前ロータリーの

送迎時の混雑を緩和する

ため、ロータリーを広く

し、ロータリー内には一時

駐車ができるスペースを

設けます。 

一時駐車 JR 小城駅

駐車場 
駐車場 

駐輪場
駐輪場 

市
営
浄
化
槽
事
業

（
６
，
６
０
０
万
円
）

　

公
共
下
水
道
計
画
区
域
及

び
農
業
集
落
排
水
処
理
区
域

を
除
く
区
域
に
お
い
て
、
市

が
事
業
実
施
主
体
と
な
っ
て

合
併
浄
化
槽
の
設
置
を
行
う
。

▲めざすはB級グルメ
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（
議
案
第
３５
号
）

（
議
案
第
４６
号
）

主
な
議
案
内
容

小
城
市
職
員
等
の

給
与
の
臨
時
特
例
に

関
す
る
条
例

　
「
国
家
公
務
員
の
給
与
の

改
定
及
び
臨
時
特
例
に
関
す

る
法
律
」
の
規
定
に
基
づ
く

国
家
公
務
員
の
給
与
減
額
支

給
措
置
を
踏
ま
え
、
２５
年
７

月
か
ら
２６
年
３
月
末
ま
で
の

間
、
国
に
準
じ
た
措
置
を
と

り
、
市
長
・
副
市
長
・
教
育

長
、
病
院
事
業
管
理
者
及
び

職
員
の
給
与
の
支
給
額
を
削

減
す
る
た
め
の
特
例
の
条
例
。

平
成
２５
年
度

小
城
市
一
般
会
計

補
正
予
算（
第
２
号
）

　

中
心
市
街
地
活
性
化
事
業

の
一
環
で
旧
小
城
庁
舎
解
体

工
事
が
進
ん
で
い
る
が
、
工

事
中
、
３
階
内
壁
と
天
井
の

撤
去
を
開
始
し
た
と
こ
ろ
ア

ス
ベ
ス
ト
が
発
見
さ
れ
、
速

や
か
な
吹
付
ア
ス
ベ
ス
ト
の

除
去
工
事
が
必
要
と
な
っ
た

意
見
書

意
見
書
第
４
号
修
正
案

 

年
金
削
減
の
再
検
討
を

 

求
め
る
意
見
書

　

高
齢
者
の
生
活
と
地
域
経

済
を
守
る
た
め
年
金
削
減

（
２
・
５
％
）
の
再
検
討
を

求
め
る
も
の
。

可
決
（
賛
成
２０
：
反
対
１
）

意
見
書
第
５
号

 

教
育
予
算
の
拡
充
を

 

求
め
る
意
見
書

 

義
務
教
育
費
国
庫
補
助
金

を
３
分
の
１
か
ら
２
分
の
１

に
復
元
す
る
こ
と
な
ど
を
求

め
る
も
の
。可

決
（
全
員
賛
成
）

子
ど
も
・
子
育
て

支
援
事
業
計
画

策
定
事
業（

２
１
８
万
円
）

　

安
心
し
て
子
ど
も
を
生

子
ど
も
の
医
療
費

助
成
事
業（

９
８
７
万
円
）

　

子
ど
も
の
医
療
に
要
す
る

医
療
費
に
つ
い
て
助
成
す
る

こ
と
に
よ
り
、
そ
の
疾
病
の

早
期
発
見
と
治
療
を
促
進
す

る
た
め
、
１０
月
診
療
分
か
ら

小
・
中
学
生
の
調
剤
費
ま
で

助
成
対
象
を
拡
大
す
る
。

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

建
設
事
業

（
６
，
３
７
１
万
円
）

　

定
数
の
見
直
し
を
行
い
、

学
校
敷
地
内
に
専
用
施
設
を

建
設
し
、
待
機
児
童
の
解
消

及
び
増
加
す
る
入
級
希
望
者

へ
の
対
応
を
図
る
た
め
、
本

牛
津
公
民
館

改
修
計
画
策
定
事
業

（
３
７
１
万
円
）

　

牛
津
公
民
館
の
機
能
を
旧

議
会
棟
に
戻
し
、
旧
牛
津
庁

舎
解
体
後
の
現
牛
津
公
民

館
・
旧
議
会
棟
・
牛
津
体
育

セ
ン
タ
ー
や
駐
車
場
を
含
め

た
全
体
的
な
改
修
計
画
を
策

定
す
る
目
的
で
、
現
地
と
周

辺
環
境
を
調
査
し
、
改
修
箇

所
や
規
模
を
策
定
す
る
。

２２
世
紀
に
残
す

佐
賀
県
遺
産
支
援
事
業

（
４
６
７
万
円
）

　

市
内
に
所
在

す
る
「
２２
世
紀
に

残
す
佐
賀
県
遺

産
」
の
う
ち
緊
急

な
修
理
、
補
修
等

が
必
要
な
も
の

に
つ
い
て
所
有

者
へ
の
修
理
費

等
の
一
部
を
補

助
し
保
存
・
活
用

を
図
っ
て
い
る
。

本
年
度
は
、
天
山

酒
造
の
大
正
蔵
・

明
治
蔵
の
一
部

修
理
工
事
へ
の

補
助
を
行
う
。

み
、
育
て
る
こ
と
の
で
き
る

社
会
を
実
現
す
る
た
め
、
就

学
前
の
子
ど
も
と
小
学
校
児

童
に
対
し
子
育
て
支
援
の
総

合
的
な
事
業
提
供
を
推
進

し
、
地
域
の
子
ど
も
・
子
育

て
支
援
の
充
実
を
目
指
す
目

的
で
、
子
ど
も
・
子
育
て
会

議
を
設
置
し
、
地
域
の
保
育

ニ
ー
ズ
調
査
を
行
う
。

た
め
緊
急
追
加
の
補
正
が
計

上
さ
れ
た
。
対
象
部
分
は
、

３
階
議
場
の
屋
根
骨
組
み
部

分
約
２
６
３
㎡
、
同
階
南
面

全
面
と
北
面
一
部
外
壁
の
内

側
約
１２
㎡
、
及
び
、
空
調
で

使
用
さ
れ
て
い
た
ボ
イ
ラ
ー

用
の
煙
突
内
の
約
１７
㎡
の
計

２
９
２
㎡
で
あ
る
。

年
度
は
、
桜
岡
小
学
校
と
牛

津
小
学
校
の
敷
地
内
に
建
設

す
る
。

市
営
浄
化
槽
施
設

維
持
管
理
事
業

（
１
，
４
６
０
万
円
）

　

生
活
排
水
の
適
正
な
処
理

の
促
進
を
図
り
、
市
民
生
活

環
境
の
保
全
及
び
公
衆
衛
生

の
向
上
並
び
に
公
共
用
水
域

の
水
質
の
保
全
を
図
る
た

め
、
市
営
浄
化
槽
事
業
に
お

い
て
設
置
し
た
合
併
浄
化
槽

の
維
持
管
理
を
行
う
。

▲設置工事中の市営浄化槽

▲

貴
重
な
歴
史
遺
産
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２
月
２８
日
の
本
会
議
に
お
い
て
各
常
任
委
員
会
に
付
託
さ
れ

た
議
案
審
査
は
、
慎
重
な
審
査
の
結
果
、
全
議
案
に
つ
い
て
可

決
し
た
。

質
問
小
城
市
行
政
財
産
使
用
料
の
一
部
改
正
に
伴
い
職
員
の

駐
車
料
金
を
取
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
は
。

答
弁
駐
車
場
を
整
備
し
、
多
額
の
経
費
が
か
か
る
こ
と
と
、

県
内
の
７
市
は
す
で
に
有
料
に
な
っ
て
い
る
。

質
問
み
ん
な
で
エ
コ
活
動
推
進
事
業
は
昨
年
度
は
県
の
補
助

が
付
い
て
い
た
が
今
年
度
は
一
般
財
源
で
す
る
が
、
そ
こ
ま
で

し
て
事
業
を
や
る
べ
き
な
の
か
。

答
弁
市
民
の
方
と
交
流
が
始
ま
り
、芽
が
伸
び
て
き
て
い
る
。

補
助
が
な
く
な
っ
た
か
ら
や
め
る
で
は
せ
っ
か
く
で
き
た
接
点

が
失
わ
れ
る
。

質
問
国
民
健
康

保
険
税
率
の
改
正

分
で
ど
の
く
ら
い

の
増
額
を
想
定
し

て
い
る
の
か
。

答
弁
大
体
７
・

７
％
増
え
る
収
納

率
は
現
年
課
税
分

で
93
％
で
計
上
し

て
い
る
。

質
問
４
月
か
ら
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
指
導
員
の
派
遣
採
用

に
つ
い
て
、
業
務
委
託
す
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
指
導
員
の
選

任
の
対
応
は
。
４
月
１
日
か
ら
の
受
け
入
れ
で
条
例
改
正
は
必

要
な
い
か
。

答
弁
市
が
面
接
を
行
い
、
委
託
事
業
者
へ
推
薦
す
る
。
運
営

は
要
綱
に
基
づ
い
て
お
り
、
今
後
教
育
委
員
会
に
諮
っ
て
改
正

を
お
願
い
し
た
い
。

質
問
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
佐
賀
県
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
連
絡
会
へ
い

ろ
い
ろ
な
権
限
が
移
っ
て
し
ま
う
と
危
惧
す
る
が
。

答
弁
全
体
の
ク
ラ
ブ
運
営
は
、
責
任
等
を
明
確
に
位
置
づ
け

市
教
育
委
員
会
の
事
業
と
し
て
指
導
監
督
に
あ
た
る
。

質
問
契
約
期
間
は
。

答
弁
１
年

更
新
で
考
え

て
い
る
。
一

定
期
間
連
絡

会
の
状
況
を

み
て
、
３
年

と
か
の
長
期

契
約
も
視
野

に
入
れ
な
が

ら
、
今
は
１

年
更
新
で
考

え
て
い
る
。

質
問
６
次
産
業
化
事
業
の
企
画
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
を
Ｃ
Ｓ

Ｏ
に
委
託
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
今
や
っ
て
い
る
生
産
者
に

で
き
な
い
か
。

答
弁
６
次
産
業
に
近
い
方
が
い
る
の
で
普
及
セ
ン
タ
ー
と
相

談
し
て
い
く
。

質
問
市
民
交
流
プ
ラ
ザ
の
建
設
す
る
前
ま
で
に
受
入
れ
管
理

組
織
を
作
る
べ
き
で
は
。ま
た
事
業
が
２６
年
度
ま
で
で
あ
る
が
、

時
間
的
に
大
丈
夫
か
。

答
弁
早
い
時
期
に
受
入
管
理
運
営
会
社
を
作
る
。
建
設
期
間

は
１４
～
１５
月
必
要
で
、
９
月
末
に
実
施
設
計
を
終
え
、
そ
の
後

に
予
算
計
上
。

質
問
小
城
水

道
は
、
西
部
広

域
水
道
か
ら
の

原
水
の
今
後
の

増
減
と
水
道
料

金
の
影
響
は
。

答
弁
給
水
人

口
減
に
よ
り
事

業
収
入
の
減
少

で
今
回
改
定
し

た
。
今
後
の
見

通
し
は
、
３
年

後
の
経
過
を
見

て
判
断
す
る
。

委 

員 

会 

報 

告

産

業

建

設

常

任

委

員

会

産

業

建

設

常

任

委

員

会

総

務

常

任

委

員

会

総

務

常

任

委

員

会

文

教

厚

生

常

任

委

員

会

文

教

厚

生

常

任

委

員

会

▲職員駐車場

▲

�

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
で
も
元
気
い
っ
ぱ
い
の
こ
ど
も
た
ち

▲

ま
ち
な
か
市
民
交
流
プ
ラ
ザ
完
成
予
想
図
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委 員 会 報 告
６月１８日の本会議において、各常任委員会に付託された６月１８日の本会議において、各常任委員会に付託された

議案審査は、慎重な審査の結果、全議案について可決した。議案審査は、慎重な審査の結果、全議案について可決した。議案審査は、慎重な審査の結果、全議案について可決した。

▲旧牛津庁舎

質
問
小
城
市
職
員
等
の
給
与
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
条

例
で
地
方
交
付
税
の
減
額
と
今
回
の
給
与
削
減
と
の
比
較

は
。答

弁
総
務
省
の
概
算
で
は
約
１
億
２
，
０
０
０
万
円
程

度
の
減
額
に
な
る
。
今
回
の
給
与
減
額
分
は
約
５
，
２
０

０
万
円
程
度
に
な
る
。

質
問
牛
津
庁
舎
解
体
の
時
期
は
い
つ
か
。
舗
装
等
を
含

め
て
整
地
ま
で
今
回
の
予
算
に
は
入
っ
て
い
る
の
か
。

答
弁
解
体
の
時
期
は
７
月
か
ら
家
屋
調
査
に
入
り
、
そ

の
後
９
月
か
１０
月
く
ら
い
か
ら
解
体
に
取
り
か
か
り
年
度

内
の
完
了
を
予
定
し
て
い
る
。
解
体
を
し
て
更
地
に
す
る

と
こ
ろ
ま
で
の
予
算
化
を
し
て
い
る
。

質
問
消
防
水
利
と
し
て
看
板
を
立
て
た
場
合
は
行
政
で

管
理
す
る
と
い
う
こ
と
だ
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

答
弁
防
火

水
槽
に
つ
い

て
は
地
元
で

作
っ
た
と
こ

ろ
も
あ
る
が

全
体
的
に
は

防
火
水
槽
に

つ
い
て
は
市

で
管
理
を
し

な
け
れ
ば
い

け
な
い
と

い
う
認
識
を

持
っ
て
い
る
。

質
問
平
成
２５
年
１０
月
診
療
分
か
ら
、
小
・
中
学
生
の
調

剤
の
助
成
を
追
加
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
小
・
中
学
生
の

通
院
費
ま
で
拡
大
し
て
助
成
し
た
場
合
い
く
ら
か
か
る
の

か
。答

弁
約
５
，
８
０
０
万
円
程
度
に
な
る
。
財
政
面
を
考

え
、
ま
ず
調
剤
費
の
助
成
か
ら
や
っ
て
い
き
た
い
。

質
問
風
し
ん
予
防
接
種
事
業
に
つ
い
て
、
抗
体
検
査
に

力
を
入
れ
れ
ば
予
防
接
種
を
受
け
ず
に
済
む
人
や
、
経
費

の
節
約
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

答
弁
抗
体
の
有
無
を
調
べ
て
そ
の
後
に
接
種
す
る
と
な

る
と
、
検
査
結
果
が
出
る
ま
で
１
～
２
週
間
か
か
る
。
妊

娠
初
期
の
感
染
予
防
の
目
的
か
ら
も
、
予
防
接
種
の
推
進

を
し
て
い
き
た
い
。

質
問
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
で
、
学
校
敷
地
内
に

新
た
に
専
用
施
設
を
建
設
す
る
予
定
だ
が
、
年
次
計
画
の

中
で
２６
年
度
の
財
源
は
一
般
財
源
と
な
っ
て
い
る
理
由
は
。

答
弁
２５
年
度
は
公
共
施
設
整
備
基
金
を
使
う
予
定
。
２６

年
度
に
つ
い
て
は
一
般
財
源
を
公
共
施
設
整
備
基
金
に
置

き
換
え
る
か
ど
う
か
は
、今
後
財
政
課
と
協
議
し
て
い
く
。

質
問
暗
渠
排
水
整
備
は
、
天
候
等
に
よ
り
予
算
が
消
化

で
き
な
い
場
合
は
、
繰
越
し
で
き
る
の
か
。

答
弁
６
月
補
正
は
、
平
成
２４
年
度
の
繰
越
予
算
で
あ
り

で
き
な
い
。

質
問
県
営
ク
リ
ー
ク
防
災
機
能
保
全
対
策
事
業
の
計
画

を
見
直
し
は
す
る
の
か
。

答
弁
事
業
も
進
ん
で
い
て
県
と
の
協
議
は
す
る
が
、
難

し
い
と
思
う
。

質
問
小
城
公
園
高
質
化
推
進
事
業
の
小
城
公
園
入
口
の

北
側
駐
車
場
の
整
備
は
、
必
要
な
い
の
で
は
な
い
か
。

答
弁
こ
こ
は
建
物
が
建
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
、
土
地
が

一
段
と
高
く
、
交
差
点
の
見
通
し
が
悪
く
、
道
路
か
ら
の

出
入
り
が
ス
ム
ー
ズ
に
で
き
る
よ
う
整
備
す
る
。

質
問
中
心
市
街
地

活
性
化
事
業
の
「
平

成
１７
年
度
の
ア
ス
ベ

ス
ト
調
査
」
は
ず
さ

ん
で
は
な
か
っ
た
か
。

答
弁
当
時
は
、
国

や
県
の
指
示
に
よ
っ

て
目
視
調
査
を
し

た
。
当
時
は
健
康

被
害
が
で
な
い
対
策

を
行
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
全
て
の
調
査
を

す
れ
ば
良
か
っ
た
と

思
う
。

▲風しんの感染予防にワクチン接種を

▲乾田化で期待される麦作振興
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会
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議会報告会アンケート 
（該当するところに○をつけてください） 

 

１ あなたの性別と年齢は？ 

【性別】 ①男性  ②女性 

 

【年齢】 ①10代   ②20代   ③30代   ④40代 

     ⑤50代   ⑥60代   ⑦70代   ⑧80代以上 

 

２ どちらからおいでになりましたか？ 

①市内（旧     町）   ②小城市以外の県内    ③県外 

 

３ この議会報告会を何によって知りましたか？ 

  ①議会だよりの号外   ②広報紙さくら    ③市のホームページ 

  ④議員からの紹介    ⑤その他（              ） 

 

４ 市議会の情報をどんな手段で得ていますか？ 

  ①議会傍聴   ②おぎ市議会だより   ③インターネット 

  ④その他（                    ） 

 

５ 今日の開催時間はどうでしたか？ 

  ①良かった   ②悪かった   ③どちらでもない 

 

６ 開催場所はどうでしたか？ 

  ①良かった   ②悪かった   ③どちらでもない 

 

７ 本日の報告会の内容はどうでしたか？ 

  ①良かった   ②どちらかといえばよかった    

③どちらかといえば悪かった   ④悪かった    

⑤どちらともいえない 

 

８ 議会報告会や小城市議会へのご意見等ございましたらお書きください。 

  

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。今後の参考にさせていただきます。 

 


